
　

症状が改善したか？

内服薬を飲ませる
・処方されたものがある場合は、学校生活管理指導表に基づき飲ませる。

経過を観察、記録する
・５分ごとに症状を観察する。※急変する場合もあるので目を離さない。

その後の対応
・回復しても医療機関を受診し、医師の指示を仰ぐよう保護者へ説明

養護教諭 不在の場合（教頭、保健指導主事）

・児童生徒の経過確認（学年主任、学級担任）

・保護者への連絡（学年主任、学級担任）

・引渡し情報の共有（教頭、学年主任、学級担任）

・情報収集、記録作成（教務、養護教諭） ・教育委員会への報告（校長、教頭）

・報道対応（校長、教頭）

病院へ搬送
・病状について詳しく伝えられる担任又は

他の教職員が同行

・搬送先の病院を確認し、状況について

対応責任者に報告（同行者）

・保護者への状況説明（保護者が病院に

来られない場合は症状や医師の診断結

果等を説明）

救急搬送を要請する（１１９番通報）

エピペン®をただちに使用する
・症状が回復しても使用後は必ず救急車を要請する。

・使用した時刻を救急隊へ伝える。

反応や呼吸がなければ心肺蘇生を行い、

ＡＥＤを使用する

その場で安静にさせる

・立たせたり歩かせたりしない。

上記症状はあるか？

状況を把握する
・緊急性が高いアレルギー症状があるか、

５分以内に判断する。（発見者）

反応はあるか？呼吸はあるか？

食物アレルギーへの対応
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○既往症のある児童生徒のみが発症するとは限らず、初めて食したものに反応したり、運動に誘発されたりして

発症することを教職員が理解しておく。

○アレルギー疾患対応委員会を設置するなど、校内組織で対応する。

対応方針

□ 保健調査等による把握 □ 学校生活管理指導表に基づく管理（保護者面談の実施）

□ アレルギー疾患対応委員会の開催（個別の取組プランや緊急時の対応についての検討）

□ 全教職員への情報共有 □ 校内研修の実施（エピペン®練習用トレーナーやＤＶＤの活用）
□ 消防署等関係機関との連携 □ 日常の取組の確認

【事前の危機管理】

【発生時の危機管理】

食物アレルギー（アナフィラキシー）が

疑われる症状発症

ない

あり

□ 危機対応の検証 □ 再発防止策の検討 □ 報告書の作成 □ 教職員間での情報共有

□ 危機管理マニュアルへの反映 □ ヒヤリハット事例への反映

【事後の危機管理】

ない

アナフィラキシーは短時間のうちに重篤な状態に至ることがあるこ

とを念頭に置き対応する。

緊急性の高いアレルギー

症状が出現回復

【緊急性が高いアレルギー症状】

〇全身症状：ぐったり・意識朦朧、尿や便をもらす、脈が触れにくい、

唇や爪が青白い

〇呼吸器症状：喉や胸が締め付けられる、声がかすれる、犬が

吠えるような咳、息がしにくい、持続する強い咳き

込み、ぜーぜーする呼吸

〇消化器症状：我慢できない腹痛、繰り返し吐き続ける

あり（一つでもあれば）

危機等発生！


